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【資　　　料】
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I　は　じ　め　に

　1973年4月9日より14日まで，ノルウェーのオスロで，「南部アフリカの植

民地主義とアパルトヘイトの犠牲者の支援のための国際専門家会議」が開催

された。この会議は，アフリカ統一機構（OAU）と協力して国際連合が組織

　　　　（1）
したもので，約150名の専門家が参カロした。その中には，政府，国連の諸機

（1）ユ972年11月2日の総会決議2910｛XXVII）は，事務総長がOAUと協力して会議を組織
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関およびOAUが選んだ専門家や個人的資格で招請された専門家に加えて，

9つのアフリカ解放運動から36名の代表が参加している。その解放運動は，

r南アフリカ・アフリカ民族会議」（ANC），rアンゴラ解放民族戦線」（FNLA）

rモザンビーク解放戦線」（FRELIMO），rアンゴラ解放人民運動」（MPLA）

「アザニア・汎アフリカ人会議」（PAC），「ギニア・カボベルデ独立アフリカ

党」（PAIGC），「南西アフリカ人民組織」（SWAPO），「ジムノテベ・アフリカ民

族同盟」（ZANU），およびrジムバベ・アフリカ人民同盟」（ZAPU）である。

　会議は，ノルウェーの国連常駐代表Ole　A1gard氏を議長に選出した。ま

た，政治事務局長にはOAUの事務局次長M10hamed　Sahn・un氏が，副議

長にはMPLA議長Agostinho　Neto博士が，報告者にはFRELIMOの副

議長Marce1ino　dos　Santos氏がなった。

　会議の開会演説は，国連事務総長のアフリカ間題特別顧間IssoufouS．

Dje・m・kOye氏が行なったが，その中で彼は会議の目的にふれてr国際世論

の動員と国際的た援助を通しての積極的な支援という会議の2つの目的が南

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）
都アフリカ問題の平和的解決を促進するであろう」と言っている。実際上，

会議の作業の多くは，r南部アフリカ人民への精神的および物質的援助に関す

る委員会」とr南部アフリカの外交的，政治的，・経済的およびその他の行動

に関する委員会」の2つの委員会で行なわれた。会議は，審議の後，状況の

一般的評価と一連の行動のための提案を含めた報告書を採択した。

　この行動計画は，非常に具体的かつ詳細で，重要な内容を含むものである

が，ここではこれらの仮訳を行なって紹介するにとどめ，これらの分析につ

いては後日に期したいと考えている。なお，訳出のテキストは，Obj㏄tive：

Justice，a　United　Nations　Pub1ication，VoL5，No．3（Ju1y／August／Sep－

tember1973）pp．17～24およびUnitedNations＆SouthemAfrica，BuI1etin
　　　　　　　（3）（4）
No．16を用いた。

　し，その結果を第28回総会に報告することを求めている。

（2）UN　Month1y　Chronicle，VoL　X，No．5（May1973），pp．82＿83、

（3）国際組織，解放運動等の名称が再出する場合（）中の略語を用いることにする。
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工［資　　　　料

　状況の一般的評価

　国際連合とアフリカ統一機構（OAU）の主催の下に，1973年4月9日から

14日までオスロで開催された「南部アフリカの植民地主義とアパルトヘイト

の犠牲者の支援のための国際専門家会議」の参加者は，南アフリカ，ナミピ

ァ，ジムバベ（南ローデシア），アンゴラ，ギニア（ビサウ）とカプ・ベルデ，

モザンビークおよびサントメとプリンシペにおける現在の状況についての国

際社会の重大た関心を共にいだくものである。

　これら地域の人民は，先例のない規模と密度での新しい勝利を通して，自

由と独立のために闘争を行なっている。世界のすべての場所で，構成者の拡

大の中で，自由を愛好する国家と人民は，ともにこの闘争を支持する側に立

つ。

　しかし，リスボン，プレトリアおよびソーリスペリーの植民地およびアパ

ルトヘイト制度は，自己の支配をしつように維持しようとしてい私人民の

闘争にたいする彼らの対応は，一層野蛮な抑圧と戦闘を死物狂いで固定化す

ることである。彼らは，また，アフリカ諸国にたいする侵略行為を行なって

いる。彼らの制度は，ある政府と大きた経済利権の協力によって維持されて

いるにすぎず，これらの援助がなければ無力なものとたろう。

　世界の良識は，平和が達成されまた人間の尊厳が保持されるために，植民

地およびアパルトヘイト制度は精算されたければならないことを，以前にま

して要求している。

　これらの地域の人民の闘争は，完全に正しく正当であり，国際社会の完全た

支持を受けるに価するものである。この闘争を指導している解放運動は，こ

れらの人民の認承された代表であり，完全た国際的承認を受けるものであ乱

（4）ギニア・カボベルデ独立アフリカ党は．1973年9月24日の全国人民議会でギニア・ビサウ

共禾嘱を宣言し憲法を採択した。
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　したがって，植民地およびアパルトヘイト制度の孤立化を速め，かつ解放

運動に多くの援助を手渡すことは，国際組織，政府および人民の神聖た義務

であ私だぜたら，解放運動は，その闘争を指導しており，自己の領土を確

保して再建しようとしており，また人民の運命を威厳と自由をもって新に定

めようとしているからである。

r南部アフリカの植民地主義とアパルトヘイトの犠牲者の支援のための国際

専門家会議」が提起する提案は，国連，OAU，政府，組織と世界中の人々の真

剣かつ緊急た審議を必要とするものである。これは，植民地主義とアパルト

ヘイトという災厄の根絶を速めるための国際的に一致した努力にたいする行

動計画を形成しており，これによって国際平和と安全を促進するものである。

　政治的，軍事的，経済的およびその他の問題に関する提案

　　　アンゴラ，ギニア（ビサウ）とカプ・ベルデ，モザンビークおよびサ

　　　ソトメとプリンシペに関する行動提案

　民族解放に向けての武力闘争をなしうるため，OAUが承認した解放運動

に支援が与えられなければならない。

　植民地支配を固定化し永続化するために，ポルトガルによって意図されて

いるいわゆる憲法上の変更は，最近の選挙を含めて，非難されなければたら

ない。

　アフリカ諸国の平和と安全にたいする脅威として，またポルトガルおよび

南アフリカにたいして直接支援する行為として見なされるような南大西洋お

よびインド洋への北大西洋条約機構（NATO）の活動のどのような拡張にた

いしても警告が発せられる。

　軍事的資材と人員を輸送することを可能にする民間の舶空機，船舶および

他の輸送手段を含めて，植民地戦争の継続をポルトガルに可能にするようた

すべての武器および軍事物資のポルトガルヘの供給にたいして国際的な禁輸

のための要請が国連によってなされなければたらない。
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　ポルトガルヘの武器の供給を拒否しているNATO加盟国は，ポルトガル

による植民地戦争にたいしてのNATOの支持を終えさすために閣領会議で

共同行動を取るものとする。

　アングロ・ポルトガル同盟，ポルトガルと米国間のアゾレス協定およびポ

ルトガルとスペイン間の軍事条約のようだポルトガルと他国とのポルトガル

に植民地戦争を可能ならしめる同盟，協定および他の同様淀形態の協力は廃

棄されたければたらず・これらの廃棄のために効果的な行動がとられなけれ

ばならたい。

　政治囚の釈放のための国際的た運動が展開されたければならたい。収容所

およびポルトガルにより拘留されている愛国者の待遇についての赤十字国際

委員会の報告書は，解放運動に利用なさしめるものとする。

　赤十字国際委員会は，とらえられた自由戦士に，軍服を着用しているかい

たかを間わず，捕虜の地位を与え，かつ紛争にかかわる当事者と捕虜の交換

を確保するようポルトガルにしいるため，その権限においてあらゆることを

なすよう要請される。

　ポルトガル軍の脱走兵は，国家の保護と援助をうける政治難民として承認

される。

　アフリカに拓けるポルトガルの白人入植計画にかんしてポルトガルといか

なる協力をしてはならたい。

　カボラ・バーサとクネーネ計画でのポルトガルとのいかなる協力も終えら

るべきであり，またこれら計画の放棄をたさしむための行動が取られなけれ

ばならない。

　ローマ法王庁により，これらの地域にかんするポルトガルとの政教条約

（Concordat）および宣教協定（Miss三㎝mry　Agreement）を廃棄する行動がと

られたければならなし・O

　地域の将来に関するいかなる交渉も，OAUにより承認された民族解放運

動の代表とに・よってのみ行なわれるものとす机
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　ラテンアメリカ諸国にたいして，これらの地域的機関においてオブザーバ

ーの地位をポルトガルに付与したいようアッピールがたされるものとす私

　解放区の経済発展と民族的再建に支援が与えられなければたらない。

　地域におけるすべての外国資本投資の撤回を確保するために，政府および

非政府による行動が取られるものとする。第一段階として，輸出と投資保証

が撤回されるものとす札さらに，いかなる借款もポルトガルに付与しては

たらない。

　地域にかわってポルトガルが行なう輸出入に関して国際的なボイコットが

たされたければたらたい。

　国際コーヒ協定および他の協定を含めて，ココア，ハード・ファイバー

（ha・d丘b・・s）および茶に関するもののような国際商品協定への地域にかわっ

てのポルトガルの参加は終了されなければたらない。

　地域は，ヨーロッパ経済共同体（EEC）が設立した「発展途上国のための

一般特恵制度」に含められることを止めなければならたい。ポルトガルと

EECおよびヨーロッパ自由貿易連合とが締結した自由貿易協定は停止され

たければならない。

　ポルトガルおよび地域でのすべての観光事業（tu・iSm）は奨励されてはたら

ない。

　ナミビアに関する行動提案

　国際社会は，ナミビア人民の解放闘争を支援したければたらたい。　「南西

アフリカ人民組織」（SWAPO）は，OAUが承認したナミビア解放運動であり，

ナミビア人民の認承した代表として適当な承認が与えられるものとする。

　したがって，すべての政府，国際組織ならびに国内の団体は，SWAPOを

通して，ナミビアにたいする財政，物資もしくはその他のあらゆる援助を手

渡すために積極的な関与をなすものとする。

　国連は，ナミビアの独立まで，地域の法的権威として行動し，また南アフ
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リガによって現在違法に行使されているこれらの権限を国運ナミビア理事会

に行使たさしめる決定を履行するため，手続を取るものとする。この関係で，

SWAPOは理事会と密接に連携するものとする。

　理事会は，

　（・）国連，専門機関ならびに国連体制の他の組織においてまた政府間条約

　に関する問題において，ナミビアを代表する。

　（b）南アフリカが当事国である既存の多辺ないしは二辺条約もしくは協定

　がその条項上ナミビアに及ぼされているかもしくは実際上ナミビアに影響

　を与えている．場合，そのよ一うな条約もしくは協定を廃棄する。

　（o）条約ならびに協定を交渉する。

　（d）差別的ならびに／もしくは抑圧的た立法を廃止し，また人民の利益に一

　一致する法律を，とりわけ土地所有権，外国会社，免許と利権契約，労働

　条件および課税に関する法律を含めて，制定する。

　（e）歳入を高めまた支出する。

　理事会は，すべての使用可能な手段を通してナミビア人民と持続的た接触

を維持するものとする。理事会は，またナミビアにおける発展について世界

に周知せしめるものとする。理事会は，すべてのナミビアの文書および資料

を保存し，また地域に関する研究と計画（cOntingency　p1aming）を調整する

ために保存所を設立する。

　理事会は，官報，旅券，査証および切手を含めて，すべての適当な書類な

らびに文書を発行するものとする。

　国連ナミビア弁務官事務所の職員募集に際して，ナミビア人に優先権が与

えられなければたらたし・O

　国連の加盟国は，その活動に際して理事会と「国連ナミビア基金」を支援

するものとする。また，国連の通常会計から基金に毎年配分が与えられるも

のとする。

　1966年10月27日の総会決議2145（XXI）の規定トしたがって，早急な権限
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移譲のだ．めの準備の場合を除いて，いかなる接触，対話もしくは交渉も南ア

フリカと行なわれてはならたい。

　すべての政府は，ナミビアにおける領事館を，専務上のものあるいは名誉

上のものとをとわず，ただちに閉鎖するものとする。南アフリカで職務をと

る領事を「南西アフリカ」に派遣しているすべての政府は，その派遣を撤回

しかつ終了させるものとする。

　南アフリカは，ナミビアのr事実上の」政府としてではたくて，地域の

「違法た占領者」として言及されるものとする。

　理事会が発行する旅行文書（traVeI　dOCumentS）を承認するようすべての政

府にたいしてアピールが出されるものとする。

　国家は，南アフリカから直接もしくは間接に由来するナミビアに関する請

求もしくは権原を尊重することを拒否しなければならない。

　理事会は，南アフリカがナミビアにかわって交渉することを意味しもしく

は事実上交渉するかぎり，南アフリカとの接触もしくは交渉をひかえるよう

にEECに主張するものとする。

r南東犬西洋漁業委員会」の加盟国は，南アフリカがナミビアを代表するこ

とを意味するかぎり，その加盟を終了させたければならたい。

　理事会は，ナミビアの領海に関する研究に着手し，また有効にナミビアの

利益を保護するために・，さらに南アフリカがナミビアにかわって行動するの

を防止するために「海洋法会議」に出席するものとする。

　国家は，南アフリカヵミナミビアを占領しているかぎり自国民のナミビアヘ

の投資もしくは通商を防止しなければたらたい。

　アフリカ諸国は，自由なアフリカで重要た投資を保有しており，地域で営

業している会社にたいして，ナミビアからの撤退をしいるために圧力をかけ

ることにより，OAUの閣領理事会が1972年6月にラバトの閣領会議で採択

した決議269（XIX）を履行しなければたらたい。

　国連は，適当た行動をとるために「関税と貿易に関する一般協定」，二国間
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条約および加盟国と非加盟国の国内法の下の最恵国条項のナミビア商品にた

いする適用を十分に調査するものとす机

　ジムバベ（南ローデシア）に関する行動提案

　植民地主義とそれが南都アフリカの国際平和にもたらす脅威の除去に関与

する政府機関ならびに・非政府機関を含めて，すべての国際勢力は人民の支援

を動員し，またジムバベ解放運動に十分た精神的，政治的および物質的援助

を与えるものとする。

　ジムバベ解放運動は，すべての国内および国際舞台でジムバベ人民の唯一

のかつ認承した代表として承認され乱

　政府は，南口ーデツアの人種主義制度のためにたんらかの方法で役務を代

理しもしくは提供するいかなる事務所の自国内での設立もしくは活動も許し

てはならたい。

　国連は，以下のものにより実効的に制裁を実施するようすべての国家に要

請する。

　（a）南アフリカならびにモザンビークのポルトガル支配地域にたいする封

　鎖の実施

　（b）南ローデシアに移民するもしくは旅行者として訪れる個人にたいして

　措置をとること，なお，そのような措置には，旅券の撤回たらびに起訴が

　含まれる。

　国連は，さらに，南口ーデツア向けのまたそこからのすべての貨物の海上

保険たらびにこの地域に飛行するまたそこから飛来するすべての舶空機と乗

客の保険に制裁を及ぼすことをすべての国家に要請する。

　南ローデシア起源のものである，もしくは南ローデシアに供することにな

っていると証明される貨物は，捕獲されかつ売却され，そしてその売上げ金

はジムバベ解放運動に利用なさしめ乱

　米国は，バード修正を撤回し，またローデシアの鉱物の購入を止めたけれ
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ばならたし・o

　労働組合は，南ローデシアに向けてのもしくはそこから託された商品を扱

かうことを拒否するものとする。

　すべての国は，特にOAUの加盟国は，制裁に違反しもしくは他の方法で

違法な南ローデシア制度を支援する諸国や会社の自国への投資ならびに通商

利権を調査し，かつこれら利権に反対の行動のための自国の準備を明らかに

するものとする。

　南ローデシアの人種主義制度および南アフリカまたポルトガルの国際的な

脅威に関する経済的かつ軍事的負担に耐えている前線国家としてのザンビア

にあらゆる可能た支援が与えられたければたらたい。

　国連安全保障理事会とコモンウェルスの制裁委員会は，その作業を公然と

遂行しまたその調査結果を広く流布するものとする。

　南アフリカに関する行動提案

　アパルトヘイト政策は，人道に反する罪であり，国連憲章の原則の兇悪た

違反であり，人権の重大かつ残忍た否定であって，平和にたいする脅威を構

成するものである。それは，アフリカおよび世界の平和と安全にたいする重

大かつゆゆしい脅威に相当するものであって，以下の理由から，国連憲章第

7章の下の安全保障理事会による緊急の行動を必要とするものであ乱

　（・）南部アフリカにおける植民地および人種主義支配を維持し，永続させ

　るための南アフリカの中心的役割

　（b）ナミビアの国際地域にたいするその違法な占領の継続

　（・）南ローデシアに対して課される国際的な制裁のその計画的かつ組織的

　な違反

　（d）南ローデシアの人種主義少数者体制を守るためのその軍隊の違法な介

　入

　（e）アンゴラおよびモザソビークヘのその軍事的介入
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　（f）アフリカの独立国家にたいするその侵略行為

　（9）大陸のその他の地域にたいするその軍事的宣伝と威嚇的態度

　国連は，南アフリカの侵略的役割の増大を阻止するため国際的た経済およ

びその他の制裁計画を採択し，また解放運動に物質的および精神的支援を与

えることをすべての国家に求めなければたらたい。

　南アフリカヘの国際投資，またそれとの通商やその他の関係という協力的

た役割は暴露されなければならず，またこのような支援的た関連は変更のた

めの動因として働くことができるという誤った主張は非難され拒否されたけ

ればならないO

　南アフリカとのすべての協力的た関連からの国際的な離脱と終局をもたら

すために反アパルトヘイト運動と他の連帯機関が行なった活動を十分支援し

て，国連，国連体制の組織，国家たらびに政府および非政府をとわず国内お

よび国際団体によって行動がとられなければならない。

　投資は引き上げられなければならたい。また，すべての新投資計画も停止

されたければならたい。さらに，白人人種主義体制あるいは南アフリカで活

動している法人にいかたる借款あるいは他のいかたる援助も与えられてはた

らたい。

　南アフリカに関するすべての経済的また科学的支援，一それとの協力および

それへの援助は，特に以下のことを行なうことによって停止されたければな

らたい。

　（・）金の購買の停止

　（b）プラチナおよびその他の鉱物の購買の停止

　（C）すべての科学的協力，特に核にかんする協力の継続の停止

　（d）南アフリカ政府とその組織，ならびに南アフリカで営業している法人

　やその他の団体に特許および免許を付与することの拒否

　移民の流出は止められなければたらたい。国家は特別た募集機関の自国内

での活動を禁止したければならず，また自国民の南アフリカヘの移民を防止
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し，あるいは少なくとも思い止まらさなければならたい。労働組合は自己の

構成員の南アフリカヘの移民を防止するための特別な措置を取らなければな

らない。

　EECは南アフリカにすでに付与したすべての特別た約定および利権契約

を終了させ，ブラッセルにおけるその体制の使節と今後交渉をも足ないこと

を約束し，たらびに将来南アフリカといかなる特別た協定ないしは取極も締

結しないことを誓約する。

　英国と南アフリカ間のシモンズタウソ協定は終了されなければならず，ま

たいかたる国家も南アフリカといかたる軍事的取極を締結してはならたい。

　武器の国際的な禁輸は，すべての国家により十分に履行されなければたら

ず，また安全保障理事会はそれに違反する諸国，特にフランス，を暴露し，

かつそれらの遵守を確保するものとす飢安全保障理事会は，他国による南

アフリカからの武器の輸入を防止するための行動をさらにとるものとする。

安全保障理事会は，また南アフリカとの他のすべての形態の軍事的協力を調

査し，また適当な行動を取るものとする。

　国際および国内労働組合運動ならびに他の組織は，南アフリカヘの供給の

ための武器および他の軍事的装備の生産を防止する行動を取るものとする。

　国連および国連体制の組織は，反アパルトヘイト運動と密接に作業を行な

い，またそれらに十分な支援を与えるものとする。このヰうな運動が存在し

ない場合には，これらの設立が奨励されるものとする。

　国連の「アパルトヘイトに関する特別委員会」は，国連とOAUの政策を

支援して会議の共同計画を促進させるために反アパルトヘイト運動と密接に

．作業を行なうものとする。

　アパルトヘイトの慣行が継続するかぎり，南アフリカをすべての運動競技

から完全に孤立させるためまた南アフリカとすべての文化的関連を断つため

に，国家，組織および国際社会により行動がとられたければたらたい。

　南アフリカ商品の国際自勺たボイコット，たらびに南アフリカと関係をもつ
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会社に向けての運動が強化されなければならない。

　国家は，「アパルトヘイトの犯罪の抑圧と処罰に関する条約」を受け入れる

ものとす．る。

　解放運動を支援する一般的な行動提案

　すべての国連機関，国連体割の組織，専門機関および他の国際組織によっ

て，それら人民と諸国の認承した代表として解放運動の完全た代表権と参加

を確保するための行動が取られたければならたい。

　すべての政府および組織は，これら諸国に関するすべての問題に関して，

OAUによって承認された解放運動と直接交渉しなければたらない。

　専門機関は，南ローデシアの人種主義少数者体制および南アフリカとポル

トガル政府とのすべての協力を停止したければならない。

　植民地主義および人種主義体制の抑圧と暴虐にたいする武力闘争を含め，

あらゆる適当な手段によって，自己の解放のため闘争する南部アフリカ人民

の権利は，完全に承認されかつ支持されなければならたい。

　国連とOAUは，南部アフリカの解放闘争を支持するすべての非政府組織

と緊密な接触を維持しなければならない。

　国連は，政府間および地域的機関ならびに解放運動を支援して公然たる行

動を起こしている非政府団体と一層緊密に協力しなければたらたい。

　政府は，南部アフリカの解放運動を支援して活動している非政府活動団体

に財政上の支援を与えることが奨励される。

　非政府組織は，南部アフリカにかかわりをもつ会社の活動を公表し，また

それらを撤退さすための公然たる運動を組織したければたらない。これらの

運動の十分な情報が，これらの会社が利害をもつすべての国において一致し

た運動を促進するために，世界中に流布されなければたらたい。

　人種主義および植民地体制による国際スポーツヘの参加は，全体として国

際社会にたいする直接の侮辱であり，こうようた体制が独立の民主的た政府
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によって置き変えられるまでボイコットされたければならたい。

　政府および組織は，解放運動を支援する性論を動かす目的のために，反植

民地および反アパルトヘイト・センターを設立することが奨励される。

　国連は，新聞，ラジオ，テレビまたその他の媒介を通して，広く，特に西

欧，アメリカ大陸たらびに日本において，．南部アフリカの人民により行なわ

れている民族解放闘争を支援する情報を流布し，また植民地主義および人種

主義体制ならびにその共犯者の犯罪を暴露するために一層進めた手段と一層

十分な措置を取るものとする。

　国連は，非植民地化に関する24カ国特別委員会の指導の下に，国連や専門

機関の活動，たらびに解放運動に関する情報と解放闘争を支援する非政府機

関が行なった研究を出版するために，アパルトヘイト班（UnitonApaτtheid）

にたらって，南部アフリカのすべての植民地に関する出版班（pub1icity　mit）

を設立するものとする。

　国連は，OAUと協力して，．植民地主義および人種主義支配の下にある人

民に，彼らの闘争を支援する国際行動に関する庸報を手渡すものとする。国

連は，この目的のために，アフリカに一層多くの情報センターと少なくとも

二つのラジオ局（radio　mits）を設置するものとする。

　南部アフリカにおける解放運動を促進するために・，アディス・アベバに外

交使節を派遣していたい政府は，OAUと恒常的な接触のための手段を設け

ることに優先権を与えるものとする。

　国連は，オスロ会議が採択した計画にてらして解放運動を支援する一致し

た行動を促進し，また何らかの新しい発展に見合う適当た手段を考慮するた

めに，OAU，解放運動，政府間および非政府組織と協力して，国際会議を組

織するものとする。

南部アフリカにおける援助に関する行動提案

　　援助の理由
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　自由と独立のための南部アフリカ人民の闘争は合法な闘争であり，また国

際社会はOAUが承認した解放運動に精神的かつ物質的援助を与える義務を

負う。

　南部アフリカの解放運動への援助は，解放運動が，国連，0AUおよびそ

・の他の組織の目的と原則に一致しており正しい理由のための闘争にたずさわ

っているのに反して，植民地および人種主義制度が，国連，OAUおよびそ

の他の組織に反抗して植民地戦争や抑圧的措置にうったえていることから，

適当なものでありかつ望ましいものである。

　植民地主義および人種主義制度は，有効た国際行動を阻止しまたこれらの

制度に援助して彼らと同盟する若干の政府の態度がなければ，国連決議と世

界世論を無視しつづけることはできたいであろう。外国経済利権は，南部ア

フリカの資源の開発で，これら制度を援助しまたアフリカ人民の抑圧から利

益を確保し続けてい机それ故，これらの地域のアフリカ人民は，犯罪的た

抑圧者とその共犯者にたいする困難た闘争において，あらゆの必要な援助を

受け取ることは避け得ないことである。

　解放運動は，植民地主義および人種主義制度の非妥協的態度と残忍性から，

武力闘争に乗り出さざるをえたかったことが認められる。自由と平和を愛好

し正義を支持するすべての国家と人民は，武力闘争を含めて彼らの正義の闘

争を行なう解放運動に援助を与えなければたらたい。

　国際的な援助のための解放運動の必要物は，アンゴラ，モザンビークおよ

びギニア（ビサウ）の広い地域を解放するという成功から，ポルトガル軍が

枯葉剤（defo1iants）の使用や他の野蛮な戦闘方法にうったえていることから，

また南アフリカ，ナミビア，ジムバベ（南ローデシア）およびたおポルトガ

ルの植民地支配の下にある地域の解放運動が闘争を強化したことから，近年

大きく増大している。

　自由のための合法た闘争を遂行する運動を支援し，解放区の再建に援助し，

かつ闘争の過程に発生する苦痛を軽減するために，南部アフリカの抑圧され
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た人民とその解放運動に直接的な援助のための必要が増大している二

　難民たらびに植民地主義とアパルトヘイトに反対したため起訴された人々

に人道的な援助を継続しかつ増大する必要があ飢解放闘争の促進またこれ

らの地域の行政と発展のため，幹部（cadr・s）を育成するために教育および訓

練施設を維持しまた増加する必要がある。

　今日300万以上の人口を有する解放区の再建のために一層多くの援助が必

要とされる。解放運動の政治的および広報活動のために，また労働および学

生組織のようだ植民地主義および人種主義支配の下の地域で自由を求める闘

争に関与している種々の組織のために，一層多くの支援が必要とされる。

　この段階で，解放運動に一層多くの精神的および物質的援助を与えること

が，非植民地化とアパルトヘイトの除去の完遂を早めることにより，地域の

平和を確保する最も有効な方法の一つである。

　南部アフリカの抑圧された人民と解放運動に援助を与えるに際して，これ

は慈善ではたくて正義の闘争にたずさわる人民との連帯行為であるというこ

とが承認されなければならない。

　自由と独立のための闘争にたいする第一次責任は，抑圧された人民自身と

解放運動に属する。国際社会の役割は，支援的なものであり補足的なもので

ある。

　解放運動に援助を与える政府および組織は，温情主義（pate卿a1ism）を避

けなければたらない。彼らは，できるだけ，地域人民の認承された代表とし

ての運動自体が管理するために，解放運動に直接援助を与えるものとす飢

　南部アフリカにおける解放運動の必要物と要求物

　解放運動の必要物は，闘争の段階と性質によって，地域により異なってい

札しかしたがら，これらの闘争はたがいに補充的でありかつすべてがさら

に発展していることから，すべての解放運動に一層多くの援助が与えられな

ければならない。
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　人民にたいしまた民族的再建にたいし必要た供給品を支給するために，解

放区における多量の必要物に特別た言及がたされたければたらない。軍事上，

医療上また教育上の供給品，食料，衣料，農具，輸送手段および印刷施設が

緊急に一層多量に必要とされる。

　運動は，解放区の行政と将来の必要品のための幹部（・adre）を養成するた

めに教育と訓練にたいする援助を必要とする。現在および将来の上級幹部を

養成するための特別た援助が，アンゴラ，モザンビークおよびギニア（ビサ

ウ）の運動が現在大きな解放区を統治しておりまた統治機構（gOVemment日1

StruCtu・eS）を設立する段階に近づいていることから，緊急に必要とされる。

　植民地主義とアパルトヘイトに反対のために起訴されている人々への法的

援助，またその家族と植民地主義および人種主義抑圧の他の犠牲者にたいす

る人道的な援助が，引きつづき多く必要とされ私さらに，国連は，政治囚

の釈放ならびに南部アフリカのすべての捕虜収容所と再入植地域の廃止のた

めの世界的規模の運動を再び展開するものとす机

　運動は，その代表のために通行証（traVe1dOCumentS）と旅券，さらにまた

国内と国際旅行のための舶空券のようだ旅行手段の入手に援助を必要とする。

　援助の方法と手段

　国際的た援助は，できるだけ，南部アフリカの解放運動に直接与えられた

ければならたい。援助が他の組織により管理される場合には，活動のすべて

の面に関して，OAUと解放運動と協議するものとする。

　解放運動への直接的た援助は，運動にたいすゑ信頼を反映するものである。

それは，援助が最も有効に利用されまた地域の必要物と南部アフリカの自由

のための闘争に相応するものになることを確保する。

　国連為よび他の国際組織は，闘争と完全な連帯と支援を示すために解放運

動への援助として予算の一部を拠金するものとす私

　世界のすべての政府と組織は，南部アフリカの解放闘争と国際的な連帯を
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示すためにOAUのrアフリカ解放基金」を支援しかつ協力するものとす払

南部アフリカ人に奨学金を与えるためにたずさわっているすべての組織は，

OAUの「アフリカ難民教育雇用局」と協力しまた解放運動と密接た連絡を

維持するものとする。

　アフリカ諸国の政府ならびに国際および国内組織は，熟練者を必要とする

が自国領域でまた自国国民中で見出しえたい場合，OAUの「アフリカ難民

教育雇用局」に申し出るものとする。OAUは，雇用を求める難民の志願者

の名簿と大学への就職と奨学金を求める資格ある難民の志願者名簿を定期的

に出版することが要請され私これらの名簿は，アフリカのすべての政府に

送付される。

　すべての教育と養成計画にかんして，組織間の一層の調整と協力が達成さ

れたければたらない。奨学金計画は，柔軟性をもたせてまた経験のある有能

た職員によって運営されたければならたい。カウンセリングは，援助の受給

者の人的た必要物の充足に重点が置かれなければたらない。特別計画の必要

がまた教育と養成に・伝統にとらわれたいアプローチが強調され私計画は，

解放された時にその国の真の必要物と関連するものであり，また将来の実行

のために発展されなければならたい。

　人道的および教育的目的のための国連基金は，一層広く支援されまた国連

の通常予算からの一層多くの拠金を受けるものとす私これらの基金の管理

者は，彼らの努力をOAUおよび適当な解放運動と調整することを要請され

る。

　国連とOAUは，OAUが承認した解放運動の代表が解放闘争の必要によ

り求める場合に，他国を自由に旅行しうるために，彼らに通行証（trave1do－

cum・nts）もしくは旅券を与えるよう政府㌃手アッピールする・国連とOAUは，

また，これらの通行証もしくは旅券の所有者にたいして査証（ViSaS）を与え

ることを政府にアッピールする。

　国連，国連体制のすべての組織および非政府組織は，南部アフリカの植民
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地主義とアパルトヘイトの有害な結果をそれぞれの権限分野でたえず出版す

ることが要請される。この情報は，特に南都アフリカの抑圧的制度に財政上

および金融上の支援を与え続けている諸国の大衆に一層広くわたるように工

夫されなければならない。

　国連，国連体制のすべての組織および非政府組織は，ポルトガル植民地軍

による枯葉剤（defO1iantS）の伎用を非難しかつ必要た対抗措置で解放運動を

援助するものとす乱

　発展をあつかう国連の機関は，OAUと解放運動と協議して，専門機関が

作成した計画にたいして十分な基金を割り当てるものとする。専門機関は，

また，OAUと解放運動と協議した後，政府および財団から自発的拠金を積

極的に求めるものとする。

　専門機関は，それぞれの権限の領域で解放運動に最大限の援助を与えるこ

とにより，国連総会および安全保障理事会の決議を有効に履行する。これら

は，手続上やその他の障害を克服しまた解放運動や解放区への意味ある援助

計画に乗り出すことが要請される。これらは，アンゴラ，モザンビークおよ

びギニア（ビサウ）の多くの地域が解放運動の施政の下にあり，ポルトガル

植民地当局の支配の外にあることを正式に承認する。

　国連体制の組織は，ポルトガル植民地当局に向けてのもしくは通してのい

かたる援助も否認し，ならびに解放運動とそれが確立した統治機関を通して

解放区にたいする援助を拡大す飢これらは，解放運動からの奨学金や値の

援助の中し込みを受理する。援助のための手続きは簡略化する。

　植民地主義および人種主義支配の下にある地域に隣接する多くのアフリカ

諸国ならびにこれらの地域からの難民め受け入れ国（hOst　cOuntries）は，莫

大た犠牲と費用で南部アフリカにおける自由のための闘争を支援している・

解放区にたいしてもしくはOAUが承認した解放運動の要請で，国連体制の

組織および非政府組織が与える援助は，隣接国もしくは受け入れ国にたいす

る援助を賞してなされてはたらたい。
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　非政府組織は，政府からの援助で補充することによりまた南部アフリカの

解放運動にたいする大衆の支援を促進することによって，多くの拠金をたす

ことができる。

　南部アフリカの植民地主義とアパルトヘイトの犠牲者に貴重な援助を与え

ている非政府組織は，一層広範に支援しなければたらない。これらは，南ア

フリカ，ナミビアおよびジムバベ（南ローデシア）の囚徒の家族にたいする

援助に加えて，当該解放運動と協議してポルトガル植民地支配の地域の囚徒

の家族を援助することが要請される。

　非政府組織は，解放運動を支援するために，共同もしくは個別に，特別基

金の設立を緊急に考慮する。これらの基金は，政府および政府問による特定

目的のための付与という使用指定がたされていることから，現在十分に支援

されていない政治的および広報活動のためにこれらが使用されるように，解

放運動にできるだけ結合した付与のために，利用されるものとする。

　解放運動，解放区ならびに南部アフリカ諸国全体の短期および長期の必要

物に関する研究が強調される。

　すべての非政府機関は，国連総会決議2911（XXVII）とOAUの首脳会議

で提起されたように，5月25目のrアフリカ解放日」に始まるr自由，独立

および平等権のために闘っている南部アフリカおよびギニア（ビサウ）とカ

プ・ベルデの植民地人民との連帯週間」を執り行なう。これらは，自由と独

立のための南部アフリカ人民の闘争を宣伝し，ならびに解放運動もしくは

OAUが設立したr植民地主義とアパルトヘイトにたいする闘争のための援

助基金」にたいする直接的な拠金を得るために大衆運動を行なう。

　解放支援団体が，解放運動の闘争と必要物を宣伝しまた解放運動のための

現金と現物による寄付を集めるために，すべての国で設立される。アフリカ

解放調整委員会は，現物による寄付の輸送を容易にする手筈をとる可能性を

調査することが要請される。

　国運とOAUは，援助の必要をたえず宣伝しかつ政府，組織ならびに個人
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からの拠金を要請する。施設と便益が，解放運動の広報活動を支えるために。

彼らに与えられる。運動は，一層多くの拠金を奨励するために各地の首府に

代表を定期的に派遣するものとする。　　　　　　　　　　　　　以上

（91）


